
平成２８年度奄美市国民健康保険税の税率等改正について 

 

【背景】 

 平成２６年、平成２７年度度国民健康保険税の税制改正において、低所得者に対する軽減

対象者の拡大、併せて課税限度額の引き上げがあり、中間所得層の被保険者の負担に配慮し

た国民健康保険税の見直しが可能となる。 

 

【趣旨】 

 上記を受けて、奄美市での各所得階層における税負担割合は、中間層・子育て世帯で負担

割合が高くなっているため、奄美市国民健康保険運営協議会において、全階層における負担

割合の平準化を目的として、国保税率について慎重な審議を行い、平成２８年度より下記の

とおり税率改正をすることになりました。 

 

 

平準化のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度と平成 28年度の国民健康保険税率比較 

医療分 

区分 区分の説明 平成 27年度 

⇒ 

平成 28年度 算出方法 

所得割 世帯の所得に応じて計算 7.06％ 8.44％ （前年中の総所得金額－33万）×8.44％ 

均等割 被保険者数に応じて計算 16,000円 11,500円 11,500円×被保険者数 

平等割 １世帯ごとに計算 12,200円 27,000円 27,000円×1世帯 

支援分 

区分 区分の説明 平成 27年度 

⇒ 

平成 28年度 算出方法 

所得割 世帯の所得に応じて計算 4.38％ 2.32％ （前年中の総所得金額－33万）×2.32％ 

均等割 被保険者数に応じて計算 8,400円 5,600円 5,600円×被保険者数 

平等割 １世帯ごとに計算 6,400円 9,000円 9,000円×1世帯 

介護分 

区分 区分の説明 平成 27年度 

⇒ 

平成 28年度 算出方法 

所得割 世帯の所得に応じて計算 3.30％ 2.80％ （前年中の総所得金額－33万）×2.80％ 

均等割 被保険者数に応じて計算 9,200円 8,600円 8,600円×被保険者数 

平等割 １世帯ごとに計算 5,900円 8,900円 8,900円×1世帯 

 

現状 
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負担率 

所得 

 


